
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 仮想通貨の評価方法の届出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：仮想通貨を取得した場合は、評価方法

はどうなるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：評価方法の届出が必要で、届出がない

場合は総平均法により評価することになりま

す。 

【解説】  

令和元年の税制改正で、居住者の事業所得

又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入

する金額を算定する場合における期末仮想通

貨の価額は、その者が選定した総平均法又は

移動平均法によることとされ、評価方法を選

定しなかった場合等には、総平均法により評

価した金額とされました。 

したがって、仮想通貨の評価方法は総平均

法か移動平均法を選定することができるので

すが、仮想通貨を選定する場合には、仮想通貨

を新たに取得した日等の属する年分の確定申

告期限までに「所得税の仮想通貨の評価方法

の届出書」を所轄税務署長に提出しなければ

ならず、届出書を提出しなかった場合は総平

均法を選定したこととなります。 

ただし、経過措置として、平成31年４月１

日時点において仮想通貨を有していた場合は、

その時点に仮想通貨を取得したものとみなし

て、評価方法の選定手続を行うことが認めら

れています。 

なお、仮想通貨の評価方法は、仮想通貨の

種類ごとに選定することができることとなっ

ています。 
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